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第３１回機械要素技術展「岐阜県・各務原市ブース」展示小間設営装飾業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター（以下「センター」という。）は、令和８年

７月１日(水)から３日(金)に東京ビッグサイトで開催される第３８回モノづくりワール

ド［東京］第３１回機械要素技術展に「岐阜県・各務原市ブース」を出展し、岐阜県内

の航空宇宙関連企業が有する生産技術、品質保証能力をＰＲし、他産業分野への販路拡

大を図ることを目指します。 

「岐阜県・各務原市ブース」においては、公募で採択した県内事業者５者（予定）が

それぞれ自社の強みを訴えて販路開拓を行うことから、当業務委託により来場しやすい

レイアウトや装飾を施すことで効果的なＰＲにつなげ、事業効果を高めることを目的と

します。 

 

第１ 委託業務の概要 

１ 委託業務の名称 

   第３１回機械要素技術展「岐阜県・各務原市ブース」展示小間設営装飾業務委託 

 

 ２ 委託業務内容  別添『第３１回機械要素技術展「岐阜県・各務原市ブース」展

示小間設営装飾業務委託公募型プロポーザル業務仕様書』のとおり 

 

３ 委託期間 

   契約締結日から令和８年７月３日（金）まで 

 

４ 委託費の上限額： ２，０８４，５００円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

 

５ その他 

   本業務委託は、令和８年度予算の成立が条件となります。 

 

第２ プロポーザルに係る事項 

１ 参加条件 

本件プロポーザルに参加できる者は、委託業務を効果的かつ効率的に実施するこ

とができる法人（法人格を有すること。ただし、会社法人、特例民法法人、公益社

団・財団法人、一般社団・財団法人、特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 ７

号）に基づく特定非営利活動法人等の法人格の種類は問わない。）であって、参加

申込書の提出期限である令和８年３月１３日現在において以下の要件をすべて満た

すものとします。なお、プロポーザル参加者が契約締結までの間に参加資格を有し

なくなった場合、その時点で失格とします。 
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（１） 過去に東京ビッグサイト等で開催された機械要素技術展及び同等の展示会に

おいて、展示小間の設営装飾業務の実績を有すること。 

（２） 上記（１）において、実際に企画運営する総括責任者が地方公共団体又は公

的機関の展示出展ブースにおける業務経験を有すること。 

（３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しないこと。 

（４） 役員に、次のア又はイのいずれかに該当する者がないこと。  

ア 破産者で復権を得ない者  

イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく

なった日から２年を経過しない者  

（５） 次のアからウまでのいずれかにも該当しないこと。  

ア 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者（同法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者で、

同法 174 条第１項の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。）  

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立て（同

法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る

ものを含む。以下同じ。）がなされている者（同法に基づき更生手続開始の申

立てがなされている者であっても、手続開始の決定後、岐阜県が別に定める

手続に基づく入札参加資格の受付がなされている者を除く。）  

ウ 破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づき破産手続開始の申立てがなされ 

 た者及びその開始決定がされている者（同法附則第３条第１項の規定により 

なお従前の例によることとされる破産事件に係るものを含む。）  

（６） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。  

（７） 岐阜県から、「岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加

資格停止措置要領」又は、「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除に関する措置要

綱」に基づく入札参加資格停止措置を受けていないこと。又は同要綱別表に掲げ

る措置要件に該当しないこと。  

（８） 宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団体でないこと。 

（９） 国税、岐阜県税及び市町村税（岐阜県内に本支店または営業所等が所在する

場合）を完納していること（徴収猶予に係るものを除く。）。 

 

２ プロポーザルの手続き等 

（１）スケジュール 

 項 目  日 程  

実施要領などの公表・配布 令和８年２月２４日（火）～３月１３日（金） 

実施要領等に関する質問受付 令和８年２月２４日（火）～３月４日（水） 

実施要領等に関する質問回答 令和８年３月１０日（火）までに回答する  
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プロポーザル参加申込受付 令和８年２月２４日（火）～３月１３日（金） 

企画提案書の受付 令和８年３月１８日（水）～３月３１日（火）  

プレゼンテーションの実施 令和８年４月中旬（予定） 

プロポーザル評価会議  プレゼンテーション終了後 

評価会議結果の通知・公表  令和８年４月中旬（予定）  

（２）実施要領等の公表・配布 

（ア）配布日時 令和８年２月２４日（火）～３月１３日（金） 

        午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日を除く） 

（イ）配布場所 センター各務原支所 技術振興部技術支援課 

        （〒509-0109 各務原市テクノプラザ１－１ 

テクノプラザものづくり支援センター５階） 

         ※実施要領等は、センターホームページからも入手できます。 

          https://www.gpc-gifu.or.jp/topics/2026022401.asp 

 

（３）実施要領等に係る質問書の受付及び回答の公表 

本プロポーザルにかかる質問書（第１号様式）の取扱いについては、下記のとお

りとします。 

（ア）質問書の受付締切 令和８年３月４日(水)午後５時必着 

（イ）質問書の提出方法 電子メールまたはＦＡＸのいずれかの方法で提出してく

ださい。（メールアドレスおよびＦＡＸ番号は、「第７ 連

絡先」を参照してください。） 

（ウ）質問に対する回答 

質問内容に対する回答は、令和８年３月１０日（水）までにセンターホーム 

    ページに掲載します。質問事項の有無にかかわらず、企画提案書等を提出する 

    前に、質問内容に対する回答ページを確認してください。 

 

（４）プロポーザル参加申込受付 

（ア）提出書類 

① プロポーザル参加申込書（第２号様式） 

   ② 発行日が参加申込日より３ヵ月以内に発行された登記簿謄本（現在事項全部

証明書又は履歴事項全部証明書） 

   ③ 消費税及び地方消費税についての「納税証明書（その３の３、未納の税額が

ないことの証明）」（所管税務署が企画提案書提出期限の３ヶ月以内に発行した

もの） 

   ④ 岐阜県内に本支店または営業所等を有する事業者にあっては、 

(i)｢完納証明書｣(岐阜県の県税事務所が企画提案書提出期限の３ヶ月以内に発 

行したもの) 

(ⅱ)「納税証明書」（本支店または営業所等の所在する岐阜県内の市町村が企 
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画提案書提出期限の３ヶ月以内に発行したもの） 

  （イ）提出期限 令和８年３月１３日(金)午後５時必着 

（ウ）提出先  センター各務原支所 技術振興部技術振興課 

（エ）提出方法 持参又は郵便（簡易書留またはレターパックに限る。）、民間事業 

者による信書便 

（オ）参加資格の確認結果通知については、受付後１週間をめどに回答します。 

 

（５） 企画提案書等の提出 

  （ア）提出書類及び部数 

①企画提案申請書（第３号様式） １部 

②企画提案書（展示小間デザイン及び来場者へのアピール力・自社のアピール

点・展示商談会設営実績等の内容を記載すること）、平面図、立面図、イメー

ジ図、その他 

９部（原本 1 部、写し 8 部） 

③見積書（様式任意） ９部（原本 1 部、写し 8 部） 

④会社パンフレット  ９部（HP 等の写しでも可） 

⑤企画提案書の規格 様式等は、日本工業規格Ａ４型（一部Ａ３型資料折込使用

可）とし、使用する言語は日本語、通貨は日本円とします。 

（イ）提出期間 

令和８年３月１８日（水）から３月３１日(火)午後５時必着 

（ウ）提出先  センター各務原支所 技術振興部技術支援課 

（エ）提出方法 持参又は郵便、民間事業者による信書便 

 

（６）プレゼンテーションの実施 

提案者によるプレゼンテーションを実施します。 

（ア）実施日時 令和８年４月中旬（予定）※詳細な時間は後日通知予定 

（イ）実施場所 各務原市産業文化センター内会議室（予定） 

・１事業者 20 分程度（10 分説明、10 分質疑応答） 

・説明者は３名以内 

・説明資料は提出いただいた企画提案資料のみ 

 

（７）プロポーザル参加に際しての注意事項 

①失格又は無効  

以下のいずれかの事項に該当する場合は失格又は無効となることがあります。  

ア 提出期限を過ぎて提出書類が提出された場合  

イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合  

ウ 評価の公平性に影響を与える行為があった場合  

エ 実施要領に違反すると認められる場合  
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オ プロポーザル評価会議構成員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を

求めた場合  

カ 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行った場合  

キ 評価会議終了までの間に、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に

開示した場合  

ク その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合  

 

②著作権・特許権等  

提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、 

その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事 

業手法、維持管理手法等を用いた結果生じた事象に係る責任は、すべて提出者 

が負うものとします。  

③複数提案の禁止  

プロポーザル参加者は、複数の提案書の提出はできません。  

④提出書類の変更の禁止  

提出期限後の提出書類の変更、差し替え若しくは再提出は認めません。  

⑤返却等  

提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。  

⑥費用負担  

提案書の作成、提出等プロポーザル参加に要する経費等は、すべて参加者の負 

担とします。  

⑦その他  

ア 参加資格が確認された場合であっても、企画提案書等提出書類の提出がな

されない場合は、辞退したものとします。  

イ 参加者は、企画提案書の提出をもって、実施要領等の記載内容に同意した

ものとします。  

ウ 提出された企画提案書等は、岐阜県情報公開条例（平成 12 年条例第 56

号）第 25 条第 1 項の規定により、公益財団法人岐阜県産業経済振興センタ

ー情報公開規程に基づく情報公開請求の対象となります。  

エ 企画提案書の提出後に辞退する場合は、評価会議開催日の前日までに、辞

退届（様式自由）をセンターに持参又は郵送により提出してください。 

オ 各応募者の、他の応募者のプレゼンテーションの傍聴は、不可とします。 

 

（８）見積書作成に当たっての注意事項  

①提案金額は、委託期間中の本業務に係る費用の見込額とします。消費税及び地方

消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、見積もった金

額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した額を見積書に記載してく

ださい。  
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②見積内訳は、別紙様式（第４号様式）により記載してください。 

 

（９）プロポーザル関係書類の送付先  

センター各務原支所 技術振興部技術支援課  

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ１－１ 

      テクノプラザものづくり支援センター５階 

 Tel：058-379-2212  FAX：058-379-2215 

E-mail：aerospace-GPC@gpc-gifu.or.jp 

 

第３ 評価に係る事項 

 センターは、本仕様書に基づき提出された企画提案書を『機械要素技術展展示小

間設営装飾業務プロポーザル選定委員会』（以下「選定委員会」という。）において

審査のうえ、最優秀企画提案を選定します。 

１ 評価項目及び評価内容 

   別添１のとおり 

 

 ２ 評価会議 

 （１）開催日時 令和８年４月中旬（予定）プレゼンテーション終了後 

 （２）開催場所 各務原市産業文化センター内会議室（予定） 

 

 ３ 最優秀企画提案の選定方法 

   選定委員会において、次のとおり選定します。 

ア 評価会議各構成員の持ち点(１００点)を合算した値(満点)の６割を最低基準

点とし、各構成員の評価点を合算した値が最低基準点に満たないプロポーザル

参加者は選外とします。 

   イ 提案者ごとの評価点を比較し、高い点の者から順位を付けます。ただし、評

価点が同点の場合は、見積額が少ない者を高い順位とします。なお、同点かつ

見積額が同額の場合は、同者らを対象としたくじ引きにより順位を決定しま

す。 

ウ 最も順位が高い者を最優秀提案者として選定します。 

エ 提案者が１者のみの場合であっても評価は実施し、評価の結果において基準点

(６割)を満たすときは、当該応募者を契約交渉の相手方とします。 

 ４ 選定結果の通知及び公表 

評価結果は、評価会議終了後、契約交渉の相手方が決定してから、提案者に文書

にて通知するとともに、以下の項目をセンターのホームページ上で公表します。な

お、電話等による問い合わせには応じません。 

①最優秀提案者(契約交渉の相手方)の名称、評価点 
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②全提案者の名称(申込順) 

③全提案者の評価点(得点順)(提案金額を含む。提案者の名称は秘匿。) 

④最優秀提案者の選定理由 

⑤評価会議構成員の氏名 

⑥最優秀提案者との契約交渉の相手方が異なる場合は、その理由 

なお、応募者が２者の場合は、③は公表しません。 

 

第４ 契約方法に関する事項 

（１）センターは、選定した契約交渉の相手方と協議し、委託業務に係る仕様を確定さ

せたうえで、契約を締結します。仕様書の内容は、提案された内容が基本となりま

すが、協議により必要に応じて内容を変更したうえで契約を締結するため、委託契

約額が見積額と同じになるとは限りません。 

 なお、協議が整わなかった場合には、評価結果において順位点が次に高い提案者

（基準点を満たしたものに限る。）と協議を行うこととします。 

（２）選定した契約候補者が、「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要

綱」に基づく入札参加資格停止措置を契約後に岐阜県から受けた場合は、原則契約

を解除するものとします。 

（３）契約条項は、別途定める契約書のとおりとします。  

（４）契約書は２通作成し、双方各１通を保有することとします。なお、契約金額は

（１）により確定した金額とします。  

（５）契約は、センター各務原支所技術振興部技術支援課において行います。 

（６）監督及び検査 契約条項の定めるところによります。 

（７）契約代金の支払い方法及び支払い時期 契約条項の定めるところによります。 

 

第５ 業務の適正な実施に関する事項 

（１）契約にあたり、原則として再委託は認めません。ただし、契約業務の一部を委託

する場合について、センターの承諾を得た場合はこの限りではありません。 

（２）成果物の著作権はセンターに帰属するものとします。 

（３）委託契約の支払いについては、委託業務が完了し、センターの検査後に支払うも

のとします。 

（４）受託者が業務を行うに当たって個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１

５年法律第５７号）第２条第１項の個人情報をいう。）を取り扱う場合には、個人

情報の保護に関する法律その他個人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人情報

の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めてください。 

（５）受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知りえた秘密を他に漏らし、又は自

己の利益のために利用することはできません。また、委託業務終了後も同様としま

す。 

（６）暴力団排除措置要綱による契約の解除 
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受注者が「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」第６条の規定

に基づく入札参加資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるもの

とします。 

（７）不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置 

① 受注者が契約の履行にあたって「岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する

措置要綱」第３条に規定する個人または法人等（以下「暴排措置対象法人等」と

いう。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 

ア 断固として不当介入を拒否してください。 

イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をしてください。 

ウ 発注所属に報告してください。 

エ 契約の履行において、暴排措置対象法人等による不当介入を受けたことによ

り業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、センターと協議を

行ってください。 

 

第６ 業務の継続が困難となった場合の措置 

  受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措

置は、次のとおりとします。 

（１） 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合 

受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、センタ

ーは契約の取り消しができます。この場合、センターに生じた損害は、受託者が

賠償するものとします。なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂

行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

（２） その他の事由により業務の継続が困難となった場合 

    災害その他の不可抗力等、センター及び受託者双方の責に帰すことができない

事由により業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するも

のとします。一定期間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知す

ることにより契約を解除できるものとします。 

 

第７ 連絡先 

〒509-0109 

岐阜県各務原市テクノプラザ１－１ 

テクノプラザものづくり支援センター５階 

公益財団法人岐阜県産業経済振興センター各務原支所 技術支援課 

Tel：058-379-2212 

FAX：058-379-2215 

E-mail：aerospace-GPC@gpc-gifu.or.jp 

担当：新田、光井 

 


